
 

 

 

  

 

 中小規模事業場は、下記の割引料金で中災防ヘルスアドバイスサービスを

ご利用いただけます。（裏面の申込書でお申込みください。） 

 

対象事業場：労災保険適用事業場で、常時使用する労働者が 300 人未満の事業場 
※本割引サービスが適用される中災防ヘルスアドバイスサービス利用者は

労働保険適用者である必要があります。 
 

申込期間 ：平成２５年２月末まで 

 

 

 

 

 

 

 

表１．基本サービス料金表（１名あたりの料金）             料金は消費税込み

一般事業場 中災防賛助会員事業場
 

基本料金 割引後料金 基本料金 割引後料金

１．総合ヘルスアドバイスサービス（総合版） 945 570 850 510 

２．メンタルヘルスアドバイスサービス（メンタル版） 630 380 567 340 

※ 上記の料金は１０名以上でお申込の場合です。１０名未満でお申込の場合は別途料金となります。 

詳しくは裏面の問合せ先へお問い合わせください。 

 

表２．オプションサービス料金表                    料金は消費税込み

一般事業場 中災防賛助会員事業場
 

基本料金 割引後料金 基本料金 割引後料金

１．産業保健スタッフ用 個人リポート（1枚あたり） 63 38 52 31 

２．メンタルヘルス要配慮者リスト 6,300 3,780 5,250 3,150 

３．回答データファイル（Excel 形式） 6,300 3,780 5,250 3,150 

４．集団集計（１集団あたり） 

回答結果の集団集計 

ストレスプロフィール評価 

仕事のストレス判定図 

各生活習慣別評価（集計）（総合版のみ） 

喫煙習慣集計（総合版のみ） 

各 

2,520 

各 

1,512 

各 

2,100 

各 

1,260 

５．集団集計結果を用いた事後アドバイス（1時間） 
※交通費、宿泊費別は別料金であり、本割引制度の対象外です

63,000 37,800 52,500 31,500 

 



 

※中災防ヘルスアドバイスサービス申込書に加え、本利用申込書および必要な添付書類を 

ご提出ください。 

 

中央労働災害防止協会（中災防） 

健康快適推進部 企画管理課 

 

〒108-0014 

東京都港区芝 5‐35‐2 安全衛生総合会館 6 階

 

ＴＥＬ 03‐3452‐6403   ＦＡＸ 03‐3453‐0730 

中央労働災害防止協会（中災防） 

大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 

 

〒550-0001 

大阪府大阪市西区土佐堀 2‐3‐8 

 

ＴＥＬ 06-6448-3840   ＦＡＸ 06‐6459‐4195  

平成２４年度 

中小規模事業場向け割引サービス 利用申込書 

   割引サービスの利用を希望する 

貴事業場名 
 

 

 

必要書類等（いずれかの□にレ印をつけてください） 

 

  1．平成２４年度中に初めて割引サービスをご利用される場合 

直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控え）」 

（労働基準監督署の受付印が入っているもの）の写し 

 ※受付印がない場合は「納付証書」の写しも添付してください。 

 

 

2．平成２４年度中に割引サービスのご利用が２回目以降の場合 

  貴事業場の労働保険番号を下欄にご記入ください。 

 

 

 

 

 

※  本割引サービスについて、後日ご意見をおうかがい（アンケート用紙）する場合がございます。

ご協力をお願いいたします。 

※  本割引サービスの利用において、不正または虚偽が判明した場合は、割引料金の適用を取り消

し、割引額の返還を求めることがあります。 

＜問合せ・申込先＞ 


